
 刈谷市処務規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和６年３月２７日 

                   刈谷市長  稲  垣     武   

刈谷市規則第３号 

   刈谷市処務規則の一部を改正する規則 

 刈谷市処務規則（昭和２５年規則第５号）の一部を次のように改正する。 

 第３条の２の表企画政策課の項第９号中「都市施設管理協会」を「刈谷にぎわい

オフィス」に改め、同表税務課の項第５号中「及び県民税」を「、県民税及び森林

環境税」に改める。 

  附 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 



 刈谷市賠償責任を有する職員の指定に関する規則の一部を改正する規則をここに

公布する。 

  令和６年３月２７日 

                   刈谷市長  稲  垣     武   

刈谷市規則第４号 

   刈谷市賠償責任を有する職員の指定に関する規則の一部を改正する規 

   則 

刈谷市賠償責任を有する職員の指定に関する規則（昭和５０年規則第１４号）の

一部を次のように改正する。 

本則中「第２４３条の２の２第１項」を「第２４３条の２の８第１項」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 



 

 刈谷市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する

規則をここに公布する。 

令和６年３月２７日 

                   刈谷市長  稲  垣     武   

刈谷市規則第５号 

刈谷市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部 

を改正する規則 

刈谷市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則（平成１８年規則

第１号）の一部を次のように改正する。 

第３条を削り、第４条を第３条とし、第５条を第４条とし、第６条を第５条とす

る。 

第７条第１項中「第４条第２項」を「第３条第２項」に改め、同条を第６条とす

る。 

第８条中「第１８条」を「第２０条」に、「第４条」を「第３条」に改め、同条を

第７条とする。 

附 則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 



 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則及び刈谷

市消防団員等に係る損害補償の支給等に関する規則の一部を改正する規則をここに

公布する。 

  令和６年３月２７日 

                   刈谷市長  稲  垣     武   

刈谷市規則第６号 

   議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規

則及び刈谷市消防団員等に係る損害補償の支給等に関する規則の一部

を改正する規則 

 （議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部

改正） 

第１条 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則

（昭和４５年規則第１号）の一部を次のように改正する。 

  第６条の２第２号中「、同法第６６条」を「又は同法第６６条」に改め、「又は

売春防止法（昭和３１年法律第１１８号）第１７条の規定による補導処分として

婦人補導院に収容されている場合」を削る。 

 （刈谷市消防団員等に係る損害補償の支給等に関する規則の一部改正） 

第２条 刈谷市消防団員等に係る損害補償の支給等に関する規則（平成１８年規則

第５０号）の一部を次のように改正する。 

第１条第２号中「、同法第６６条」を「又は同法第６６条」に改め、「又は売春

防止法（昭和３１年法律第１１８号）第１７条の規定による補導処分として婦人

補導院に収容されている場合」を削る。 

附 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 



 刈谷市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則をここに

公布する。 

  令和６年３月２７日 

                   刈谷市長  稲  垣     武   

刈谷市規則第７号 

   刈谷市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規 

   則 

 刈谷市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（昭和４６年規則第２号）の一

部を次のように改正する。 

 別表第７ア中 

「     「       

２２ ３８ ３８ ４６ ４３ ３０   ２１ ３７ ３８ ４６ ４３ ３０ 

 ２３ ３９ ３９ ４７ ４４ ３０   ２２ ３８ ３９ ４７ ４４ ３０ 

 ２４ ４０ ４０ ４８ ４４ ３０   ２２ ３８ ４０ ４８ ４４ ３０ 

 ２５ ４１ ４１ ４９ ４５ ３１   ２３ ３９ ４１ ４９ ４５ ３１ 

 ２５ ４１ ４２ ５０ ４５ ３１   ２３ ３９ ４２ ５０ ４５ ３１ 

 ２５ ４２ ４３ ５１ ４６ ３１   ２４ ４０ ４３ ５１ ４６ ３１ 

 ２６ ４２ ４４ ５２ ４６ ３１   ２４ ４０ ４４ ５２ ４６ ３１ 

 ２６ ４３ ４５ ５３ ４７ ３１   ２５ ４１ ４５ ５３ ４７ ３１ 

 ２６ ４３ ４５ ５４ ４７ ３１   ２５ ４２ ４５ ５４ ４７ ３１ 

 ２７ ４４ ４５ ５５ ４８ ３１   ２６ ４３ ４５ ５５ ４８ ３１ 

 ２７ ４４ ４６ ５６ ４８ ３１   ２６ ４４ ４６ ５６ ４８ ３１ 

 ２７ ４５ ４６ ５７ ４９ ３１   ２７ ４５ ４６ ５７ ４９ ３１ 

 ２８ ４５ ４６ ５８ ４９ ３１   ２７ ４５ ４６ ５８ ４９ ３１ 

 ２８ ４６ ４７ ５９ ５０ ３１   ２８ ４６ ４７ ５９ ５０ ３１ 

 ２８ ４６ ４７ ６０ ５０ ３２   ２８ ４６ ４７ ６０ ５０ ３１ 

 ２９ ４７ ４７ ６１ ５０ ３２   ２９ ４７ ４７ ６１ ５０ ３１ 

 ２９ ４７ ４８ ６２ ５０ ３２   ２９ ４７ ４８ ６２ ５０ ３１ 

 ３０ ４８ ４８ ６３ ５０ ３２   ２９ ４８ ４８ ６３ ５０ ３１ 

 ３０ ４８ ４８ ６４ ５０ ３２   ３０ ４８ ４８ ６４ ５０ ３１ 

 ３１ ４９ ４９ ６５ ５０ ３２   ３０ ４９ ４９ ６５ ５０ ３１ 

 ３１ ４９ ４９ ６６ ５０ ３２   ３０ ４９ ４９ ６６ ５０ ３１ 

 ３２ ４９ ４９ ６７ ５０ ３２   ３１ ４９ ４９ ６７ ５０ ３１ 

 ３２ ４９ ５０ ６８ ５０ ３２   ３１ ４９ ５０ ６８ ５０ ３１ 

 ３３ ５０ ５０ ６８ ５１ ３２   ３１ ４９ ５０ ６８ ５１ ３１ 

 ３３ ５０ ５０ ６８ ５１ ３２   ３２ ５０ ５０ ６８ ５１ ３２ 

 ３４ ５０ ５１ ６８ ５１ ３２   ３２ ５０ ５１ ６８ ５１ ３２ 

 ３４ ５０ ５１ ６８ ５１ ３２   ３２ ５０ ５１ ６８ ５１ ３２

 ３５ ５１ ５１ ６９ ５１ ３３   ３３ ５０ ５１ ６９ ５１ ３２ 

 ３５ ５１ ５２ ６９ ５１ ３３   ３３ ５０ ５２ ６９ ５１ ３２ 

 ３６ ５１ ５２ ６９ ５１ ３４   ３３ ５１ ５２ ６９ ５１ ３２ 



に改め、同表イ中 

   「  「  

    ３４  ３３ 

 ３６ ５１ ５２ ６９ ５１ ３４   ３４ ５１ ５２ ６９ ５１ ３２ 

 ３７ ５２ ５３ ６９ ５１ ３５   ３４ ５１ ５３ ６９ ５１ ３３ 

 ３７ ５２ ５３ ７０ ５１    ３４ ５１ ５３ ７０ ５１  

 ３８ ５２ ５３ ７０ ５１    ３５ ５１ ５３ ７０ ５１  

 ３８ ５２ ５３ ７０ ５１    ３５ ５２ ５３ ７０ ５１  

 ３９ ５３ ５４ ７１ ５２  
 を 

 ３５ ５２ ５４ ７１ ５２
 

 ３９ ５３ ５４ ７２ ５２   ３６ ５２ ５４ ７２ ５２

 ４０ ５３ ５４ ７３ ５２    ３６ ５２ ５４ ７３ ５２  

 ４０ ５３ ５４ ７４ ５２    ３６ ５２ ５４ ７４ ５２  

 ４１ ５３ ５５ ７５ ５３    ３７ ５３ ５５ ７５ ５３  

 ５４ ５５    ５３ ５５  

 ５４ ５５    ５３ ５５  

 ５４ ５５    ５３ ５５  

 ５４ ５５    ５３ ５５  

 ５４ ５６    ５４ ５５  

 ５５ ５６    ５４ ５５  

 ５５ ５６    ５４ ５６  

 ５５ ５６    ５４ ５６  

 ５５ ５６    ５４ ５６  

 ５５ ５７    ５５ ５６  

 ５６ ５７    ５５ ５６  

 ５６ ５７    ５５ ５６  

 ５６ ５７    ５５ ５６  

 ５６ ５７    ５５ ５７  

 ５６ ５８    ５６ ５７  

 ５６ ５８    ５６ ５７  

 ５７ ５８    ５６ ５７  

 ５７ ５８    ５６ ５７  

 ５７ ５８    ５６ ５７  

 ５７ ５９    ５６ ５７  

 ５７     ５６  

 ５７     ５６  

 ５８     ５６  

 ５８     ５７  

 ５８     ５７  

 ５８     ５７  

 ５８     ５７  

 ５８     ５７  

 ５９     ５７  

 ５９     ５７  

 ５９     ５７  

 ５９     ５７  

  」        」 



「  「  ３５  ３４ 

１８

 を 

 １７

 に、 

 ３６ ３４

１９  １８  ３７ ３５

２０  １８  ３８ ３５

２１  １９  ３９ ３６

２１  １９  ４０
 を 

３６
 に、

 ２２  ２０  ４１ ３７

 ２２  ２０  ４１ ３８

 ２３  ２１  ４２ ３９

 ２３  ２２  ４２ ４０

 ２４  ２３ ４３ ４１

 」  」 ４３ ４２

    ４４ ４３

    」  」 

 
「  「 

５０  ４９ 

５１  ５０ 

５２  ５０ 

５３  ５１ 

５３  ５１ 

５３  ５２ 

５４  ５２ 

５４  ５３ 

５４  ５３ 

５５  ５３ 

５５  ５４ 

５５  ５４ 

５６  ５４ 

５６  ５５ 

５６  ５５ 

５７  ５５ 

５７  ５６ 

５８  ５６ 

５８  ５６ 

５９  ５７ 

５９  ５７ 

６０  ５７ 

６０  ５８ 

６１  ５８ 

６１  ５８ 

６１  ５９ 

６２  ５９ 

６２  ５９ 

６２  ６０ 

６３  ６０ 

６３  ６０ 



６３  ６１ 

６４  ６１ 

６４  ６１ 

６４  ６２ 

６５
 を 

 ６２
 に改める。 

６５  ６２

６５   ６３

６５   ６３

 ６５   ６３  

 ６６   ６４  

 ６６   ６４  

 ６６   ６４

 ６６   ６５  

 ６６   ６５  

 ６７   ６５  

 ６７   ６５  

 ６７   ６６  

 ６７   ６６  

 ６７   ６６  

 ６８   ６６  

 ６８   ６７  

 ６８   ６７  

 ６８   ６７  

 ６８   ６７  

 ６８   ６７  

 ６９   ６７  

 ６９   ６７  

 ６９   ６７  

 ６９   ６７  

 ６９   ６７  

 ６９   ６７  

 ７０   ６７  

 ７０   ６７  

 ７０   ６７  

 ７０   ６７  

 ７０   ６７  

 ７０   ６７  

 ７１   ６７  

 ７１   ６７  

 ７１   ６７  

 ７１   ６７  

 」  」 

 
   「 「

   ５３ ５４

「  「 ５４ ５６

３７   ３８  ５５  ５８ 



 別表第７の２ア中 ３９ を  ３９ に、 ５６ を ６０ に、 

４０   ４１  ５９ ６２

 」  」  ６２  ６４ 

     ６５  ６６ 

      」   」 

 

 
「   「 

７６ ７５  ７７ ７５ 

８０ ７８  ８２ ７８ 

８４ ８１  ８７ ８１ 

８８ ８４  ９２ ８４ 

に、 
９３ ８８

 を 
 ９７ ８８

 に改め、同表イ中 
９８ ９２  １０２ ９２

１０３ ９７  １０７ ９９ 

１０９１０２  １１６１０６ 

１１５１０７   １２５１１３  

１２１１１２  １２５１１３ 

   」    」 

 
   「  「  

    ６９  ７０  

「  「  ７０  ７２ 

４９   ５０   ７１ ７４ 

５０   ５２  ７２ ７６ 

 ５１   ５４   ７３ ７７

 ５２ を  ５６ に、  ７４ を ７８ に、

 ５４   ５７  ７５ ７９

 ５６   ５８  ７６ ８０

 ５８   ５９  ７８ ８１

「   「       

７０ ４５ ４５ ３７ ３７ ５２ 

 を 

 ７１ ４５ ４５ ３７ ３７ ５２

 ７２ ４６ ４６ ３８ ３８ ５６  ７４ ４６ ４６ ３８ ３８ ５６

 ７４ ４７ ４７ ３９ ３９ ６７  ７７ ４７ ４７ ３９ ３９ ７７

 ７６ ４８ ４８ ４０ ４０ ８０  ８０ ４８ ４８ ４０ ４０ ８４

 ７８ ４９ ４９ ４１ ４１ ８２  ８３ ４９ ４９ ４１ ４１ ８５

 ８０ ５０ ５０ ４２ ４２ ８４  ８６ ５０ ５０ ４２ ４２ ８５

 ８２ ５１ ５１ ４３ ４３ ８５  ８９ ５１ ５１ ４３ ４３ ８５

 ８４ ５２ ５２ ４４ ４４ ８５  ９２ ５２ ５２ ４４ ４４ ８５

 ８６ ５３ ５３ ４５ ４５ ８５  ９３ ５４ ５３ ４５ ４５ ８５

 ８８ ５４ ５４ ４６ ４６ ８５  ９３ ５６ ５４ ４６ ４６ ８５

 ９０ ５５ ５５ ４７ ４７ ８５  ９３ ５８ ５５ ４７ ４７ ８５

 ９２ ５６ ５６ ４８ ４８ ８５  ９３ ６０ ５６ ４８ ４８ ８５

 ９３ ５８ ５７ ４９ ５０ ８５  ９３ ６１ ５７ ４９ ５０ ８５

 ９３ ６０ ５８ ５０ ５２ ８５  ９３ ６２ ５８ ５０ ５２ ８５

 ９３ ６２ ５９ ５１ ５４ ８５  ９３ ６３ ５９ ５１ ５４ ８５

」        」 



 」  」 ８０ ８２

    ８２ ８３

    」 」 

 
「  「 

８９  ９０ 

９０  ９２ 

９１  ９４ 

９２  ９６ 

９５  ９９ 

９８  １０２ 

１０１  １０５ 

１０４  １０８ 

１０６  １１１ 

１０８  １１４ 

１１０
 を 

 １１７
 に改める。 

１１２  １２０

１１５  １２３ 

１１８  １２６ 

１２１  １２９ 

１２４  １３２ 

１２９  １３６ 

１３４  １４０ 

１３９  １６１ 

１４５  １６１ 

１５１  １６１ 

１５７  １６１ 

 」  」 

附 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 



刈谷市会計年度任用職員の給与の決定及び支給方法等に関する規則の一部を改正

する規則をここに公布する。 

令和６年３月２７日 

          刈谷市長  稲  垣     武 

刈谷市規則第８号 

刈谷市会計年度任用職員の給与の決定及び支給方法等に関する規則の

一部を改正する規則 

刈谷市会計年度任用職員の給与の決定及び支給方法等に関する規則（令和元年規

則第２０号）の一部を次のように改正する。 

 第１８条を削り、第１９条を第１８条とし、同条の次に次の２条を加える。 

（フルタイム会計年度任用職員の期末手当） 

第１９条 条例第１５条の規定により準用する給与条例第１９条の２から第１９条

の４までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他

期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例によ

る。 

 （フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当） 

第１９条の２ 条例第１５条の２の規定により準用する給与条例第１９条の５（同

条の規定により準用する給与条例第１９条の３及び第１９条の４を含む。第２５

条の２第１項において同じ。）に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲、勤勉

手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、

常勤職員の例による。 

 第２５条の次に次の１条を加える。 

 （パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当） 

第２５条の２ 条例第２５条の２の規定により準用する給与条例第１９条の５に規

定する勤勉手当を支給される職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支

給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。 

２ 条例第２５条の２第１項に規定する市長が規則で定めるものは、前条第２項の

規定を準用する。 

３ 条例第２５条の２第１項の規定により読み替えて準用する給与条例第１９条の

５の市長が規則で定める額は、前条第３項の規定を準用する。 



別表第３項の部すこやか教室指導員（高度な知識経験を要するものとして別に定

めるもの）の項の次に次のように加える。 

学校活動支援員  1 9 1 13 

学校活動支援員（高度な知識

経験を要するものとして別

に定めるもの） 

 2 18 2 22 

別表第３項の部に次のように加える。 

地域部活動推進員  2 18 2 22 

附 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 



 刈谷市職員の在宅勤務等手当支給規則をここに公布する。 

  令和６年３月２７日 

                   刈谷市長  稲  垣     武   

刈谷市規則第９号 

   刈谷市職員の在宅勤務等手当支給規則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、職員の給与に関する条例（昭和２６年条例第２号。以下「条

例」という。）第１１条の３の規定に基づき、在宅勤務等手当の支給について、必

要な事項を定めるものとする。 

（在宅勤務等の場所） 

第２条 条例第１１条の３第１項の市長が規則で定める場所は、次に掲げる場所と

する。 

（１）職員の配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含

む。）又は２親等内の親族の住居 

（２）前号に掲げる場所に準ずる場所として市長が認めるもの 

 （正規の勤務時間から除かれる時間） 

第３条 条例第１１条の３第１項の市長が規則で定める時間は、次に掲げる時間と

する。 

（１）刈谷市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年条例第３号）第８

条の２第１項に規定する時間外勤務代休時間又は条例第１５条第１項に規定

する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に割り振られた勤務時間

（いずれも特に勤務することを命ぜられた時間を除く。） 

（２）休暇により勤務しない時間及び前号に掲げる時間のほか、勤務しないこと

につき特に承認があった時間 

 （１か月当たりの在宅勤務等の平均日数を算出するための基礎となる期間） 

第４条 条例第１１条の３第１項の市長が規則で定める期間は、３か月とする。 

 （確認） 

第５条 市長は、在宅勤務等手当を支給する場合において必要と認めるときは、条

例第１１条の３第１項に規定する勤務（以下この条において「在宅勤務等」とい

う。）を行う場所、在宅勤務等を命ぜられた日数その他同項の職員たる要件を具備



するかどうかの判断に必要な事項を確認するものとする。 

２ 市長は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し在宅

勤務等を行う場所等を明らかにする書類の提出等を求めるものとする。 

 （支給日等） 

第６条 在宅勤務等手当は、給料の支給日に支給する。 

２ 在宅勤務等手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該在宅

勤務等手当をその際支給する。 

 （支給期間等） 

第７条 職員が新たに条例第１１条の３第１項の職員たる要件を具備すると認めら

れた場合には、同項に規定する市長が規則で定める期間以上の期間、在宅勤務等

手当を支給する。ただし、在宅勤務等手当を支給されている職員が同項の職員た

る要件を欠くこととなったと認められた場合においては、当該要件を欠くことと

なったと認められた月以後、在宅勤務等手当を支給しない。 

 （雑則） 

第８条 この規則に定めるもののほか、在宅勤務等手当に関し必要な事項は、市長

が定める。 

附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 



 刈谷市予算決算会計規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和６年３月２７日 

                   刈谷市長  稲  垣     武   

刈谷市規則第１０号 

   刈谷市予算決算会計規則の一部を改正する規則 

 刈谷市予算決算会計規則（平成２年規則第４号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「政令」という。）

第１７３条の３の規定に基づき」を削る。 

第４３条中「政令」を「地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「政

令」という。）」に改める。 

第５２条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「（歳入の徴収又は収納の委

託）」を付し、同条第１項中「政令第１５８条第１項又は第１５８条の２第１項の規

定により」を「法第２４３条の２第１項の規定による指定（」に、「の事務を私人に

委託し」を「に関する事務に係るものに限る。）をし」に、「会計管理者等」を「会

計管理者」に改め、同条第２項中「歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者」

を「指定公金事務取扱者（法第２４３条の２第２項に規定する指定公金事務取扱者

をいう。以下同じ。）（歳入の徴収又は収納に関する事務の委託を受けた者に限る。）」

に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 市長は、法第２４３条の２第１項の規定により歳入の徴収又は収納に関する事

務を前項の指定を受けた者に委託したときは、会計管理者にその旨通知しなけれ

ばならない。 

第５２条の２を削り、第５２条の３を第５２条の２とする。 

第７８条の見出し中「私人に対する」を削り、同条第１項中「政令第１６５条の

３第１項の規定により私人に支出の事務を委託し」を「法第２４３条の２第１項の

規定による指定（歳出の支出に関する事務に係るものに限る。）をし」に、「会計管

理者等」を「会計管理者」に改め、同条第２項中「支出の事務の委託を受けた者」

を「指定公金事務取扱者（歳出の支出に関する事務の委託を受けた者に限る。）」に、

「会計管理者等」を「会計管理者」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の

次に次の１項を加える。 

２ 市長は、法第２４３条の２第１項の規定により歳出の支出に関する事務を前項



の指定を受けた者に委託したときは、会計管理者にその旨通知しなければならな

い。 

第８６条第１項第２号カ中「その他の」を「その他」に改め、同号カを同号キと

し、同号中オをカとし、イからエまでをウからオまでとし、アの次に次のように加

える。 

  イ 森林環境税 

附 則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 



 刈谷市出納職員に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和６年３月２７日 

                   刈谷市長  稲  垣     武 

刈谷市規則第１１号 

   刈谷市出納職員に関する規則の一部を改正する規則 

刈谷市出納職員に関する規則（昭和５１年規則第４号）の一部を次のように改正

する。 

 別表第２納税課に所属する分任出納員の項中「県民税」の次に「、森林環境税」

を加える。 

附 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

 



 刈谷市契約規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和６年３月２７日 

刈谷市長  稲  垣     武   

刈谷市規則第１２号 

   刈谷市契約規則の一部を改正する規則 

 刈谷市契約規則（昭和４０年規則第１０号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「令」という。）

第１７３条の３の規定に基づき」を削る。 

 第５条第１項中「令」を「地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「令」

という。）」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 



 刈谷市税条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和６年３月２７日 

                   刈谷市長  稲  垣     武   

刈谷市規則第１３号 

   刈谷市税条例施行規則の一部を改正する規則 

刈谷市税条例施行規則（昭和４５年規則第７号）の一部を次のように改正する。 

別表３の項中「市民税・県民税納税通知書（一般用）」を「市民税・県民税・森林

環境税納税通知書（一般用）」に改め、同表４の項中「市民税・県民税納税通知書（口

座振替用）」を「市民税・県民税・森林環境税納税通知書（口座振替用）」に改め、

同表３９の２の項中「刈谷市税等過誤納金還付充当通知書」を「刈谷市税等過誤納

金還付充当（委託納付）通知書」に改め、同表４０の２の項中「刈谷市配当割等還

付充当通知書」を「刈谷市配当割等還付充当（委託納付）通知書」に改め、同表４

４の項中「市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」を「市

民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」に改め、

同表４５の項中「市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例承認（却下）通知書」

を「市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の納期の特例承認（却下）通知書」

に改め、同表４６の項中「市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例承認の取消通

知書」を「市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の納期の特例承認の取消通知

書」に改め、同表４７の項中「市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に係る届

出書」を「市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の納期の特例に係る届出書」

に改め、同表４９の項中「市民税・県民税減免申請書」を「市民税・県民税・森林

環境税減免申請書」に改める。 

様式第３号（その１）中「市民税・県民税納税通知書」を「市民税・県民税・森 

「  「   

林環境税納税通知書」に、 充当額  を 充当（委託納付）額  に改め、同様式（そ 

  」  」 

の３）中 

「            

 区分 所得割額 均等割額 年税額 
給与からの 
特別徴収税額 

公的年金からの 
特別徴収税額 

納付済額又は 
充当済額 

差引年税額  控除不足額  

 市民税   
     

   
 県民税      
           」

を 



「             

 区分 所得割額 均等割額 森林環境税額 年税額 
給与からの 

特別徴収税額 

公的年金からの 

特別徴収税額 

納付済額又は充当 

（委託納付）済額 
差引年税額  控除不足額  

 市民税    

     

   
 県民税       
 森林環境税       
            」

に改め、同様式（その４）中 

「     

 公 刈谷市 年度 市民税・県民税 第 期 領収済通知書  

    」

を 

「     

 公 刈谷市 年度 市民税・県民税・森林環境税 第 期 領収済通知書  

    」

に、 

「    

 公
刈谷市    年度 第 期 

   市民税・県民税 納付書  を 

   」 
 
「    

 公
刈谷市    年度 第 期 

市民税・県民税・森林環境税 納付書  に、 

   」 
 
「    

 公
刈谷市    年度 第 期 

   市民税・県民税 領収証書  を 

   」 
 
「    

 公
刈谷市    年度 第 期 

市民税・県民税・森林環境税 領収証書  に改め、同様式（その５）を次のように改 

   」 

める。 

 



（その５） 

１ 賦課の根拠 
  この市民税及び県民税は、地方税法第 24 条、第 39 条、第
294 条及び第 318 条、愛知県県税条例第 42 条及び第 42 条の７
並びに刈谷市税条例第 25 条及び第 36 条の規定により当該年
度の初日の属する年の１月１日現在市内に住所を有する個人
又は市内に事務所、事業所若しくは家屋敷を有する個人に賦
課するものです。 

  この森林環境税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関す
る法律第３条及び第６条の規定により当該年度の初日の属す
る年の１月１日現在市内に住所を有する個人に賦課するもの
です。 

 
２ 税率 
 
 
３ 納期 
  第１期    年  月  日～    年  月  日 
  第２期    年  月  日～    年  月  日 
  第３期    年  月  日～    年  月  日 
  第４期    年  月  日～    年  月  日 
 
４ 延滞金 
  納期限までに税金を完納されないときは、その翌日から税
金完納の日までの期間の日数に応じ、税額に次の割合を乗じ
て計算した額の延滞金を徴収します。この場合における年当 

たりの割合は、閏
じゅん

年の日を含む期間についても、365 日当た 
りの割合です。 
（１）納期限の翌日から１月を経過する日までの期間…各年の
延滞金特例基準割合（注）に年１％の割合を加算した割合（上
限年 7.3％） 

（２）納期限の翌日から１月を経過した日以後の期間…各年の
延滞金特例基準割合に年 7.3％の割合を加算した割合（上限
年 14.6％） 

（注）「延滞金特例基準割合」…租税特別措置法第 93 条第２項
に規定する平均貸付割合＋１％ 

 
５ 滞納処分 
  督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完
納されませんと、滞納処分を受けることになります。 

 
６ 審査請求及び取消訴訟 
  この賦課決定について不服がある場合は、この納税通知書
を受け取った日の翌日から起算して３か月以内に、刈谷市長
に対して審査請求をすることができます。ただし、この賦課決
定があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、正
当な理由があるときを除き、審査請求をすることができなく
なります。 

  この賦課決定については、前記の審査請求に対する裁決を
経た後、その裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６か
月以内に、刈谷市を被告として（市長が被告の代表者となりま
す。）取消しの訴えを提起することができます。ただし、審査
請求に対する裁決があった日の翌日から起算して１年を経過
した場合は、正当な理由があるときを除き、賦課決定の取消し
の訴えを提起することができなくなります。 

  なお、①審査請求があった日から３か月を経過しても裁決
がないとき、②処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる
著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、③その他裁
決を経ないことにつき正当な理由があるとき、のいずれかに
該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずに賦課決定の
取消しの訴えを提起することができます。 

 
７ 納付方法 

 



 様式第４号（その１）中「市民税・県民税納税通知書」を「市民税・県民税・森 

「  「   

林環境税納税通知書」に、 充当額  を 充当（委託納付）額  に改め、同様式（そ 

  」  」 

の３）中 

「            

 区分 所得割額 均等割額 年税額 
給与からの 
特別徴収税額 

公的年金からの 
特別徴収税額 

納付済額又は 
充当済額 

差引年税額  控除不足額  

 市民税   
     

   
 県民税      
           」

を 

「             

 区分 所得割額 均等割額 森林環境税額 年税額 
給与からの 

特別徴収税額 

公的年金からの 

特別徴収税額 

納付済額又は充当 

（委託納付）済額 
差引年税額  控除不足額  

 市民税    

     

   
 県民税       
 森林環境税       
            」

に改め、同様式（その４）を次のように改める。 

 



（その４） 

１ 賦課の根拠 
  この市民税及び県民税は、地方税法第 24 条、第 39 条、第
294 条及び第 318 条、愛知県県税条例第 42 条及び第 42 条の７
並びに刈谷市税条例第 25 条及び第 36 条の規定により当該年
度の初日の属する年の１月１日現在市内に住所を有する個人
又は市内に事務所、事業所若しくは家屋敷を有する個人に賦
課するものです。 

  この森林環境税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関す
る法律第３条及び第６条の規定により当該年度の初日の属す
る年の１月１日現在市内に住所を有する個人に賦課するもの
です。 

 
２ 税率 
 
 
３ 納期 
  第１期    年  月  日～    年  月  日 
  第２期    年  月  日～    年  月  日 
  第３期    年  月  日～    年  月  日 
  第４期    年  月  日～    年  月  日 
 
４ 延滞金 
  納期限までに税金を完納されないときは、その翌日から税
金完納の日までの期間の日数に応じ、税額に次の割合を乗じ
て計算した額の延滞金を徴収します。この場合における年当 

たりの割合は、閏
じゅん

年の日を含む期間についても、365 日当た 
りの割合です。 
（１）納期限の翌日から１月を経過する日までの期間…各年の

延滞金特例基準割合（注）に年１％の割合を加算した割合（上
限年 7.3％） 

 

（２）納期限の翌日から１月を経過した日以後の期間…各年の
延滞金特例基準割合に年 7.3％の割合を加算した割合（上限年
14.6％） 

（注）「延滞金特例基準割合」…租税特別措置法第 93 条第２項
に規定する平均貸付割合＋１％ 

 
５ 滞納処分 
  督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完
納されませんと、滞納処分を受けることになります。 

 
６ 審査請求及び取消訴訟 
  この賦課決定について不服がある場合は、この納税通知書
を受け取った日の翌日から起算して３か月以内に、刈谷市長
に対して審査請求をすることができます。ただし、この賦課決
定があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、正
当な理由があるときを除き、審査請求をすることができなく
なります。 

  この賦課決定については、前記の審査請求に対する裁決を
経た後、その裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６か
月以内に、刈谷市を被告として（市長が被告の代表者となりま
す。）取消しの訴えを提起することができます。ただし、審査
請求に対する裁決があった日の翌日から起算して１年を経過
した場合は、正当な理由があるときを除き、賦課決定の取消し
の訴えを提起することができなくなります。 

  なお、①審査請求があった日から３か月を経過しても裁決
がないとき、②処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる
著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、③その他裁
決を経ないことにつき正当な理由があるとき、のいずれかに
該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずに賦課決定の
取消しの訴えを提起することができます。 

 
 

 



「  「   

 様式第３９号中 
充当額 

 を 
充当（委託納付）額 

 に改め 
         円          円 

  」  」 

る。 

 様式第３９号の２中「刈谷市税等過誤納金還付充当通知書」を「刈谷市税等過誤

納金還付充当（委託納付）通知書」に、 

「    

 充当元 充当先  

   」

を 

「    

 充当（委託納付）元 充当（委託納付）先  
   」
 

「    「    

に、 
       

 に改め、「充当し」の次に「、又は 
 充当日  を 充当（委託納付）日 

    」   」 

委託納付し」を加える。 

「  「   

 様式第４０号中 
充当額 

 を 
充当（委託納付）額 

 に改め 
         円          円 

  」  」 

る。 

 様式第４０号の２中「刈谷市配当割等還付充当通知書」を「刈谷市配当割等還付

充当（委託納付）通知書」に、 

「    

 充当元 充当先  

   」

を 

「    

 充当（委託納付）元 充当（委託納付）先  
   」
 

「    「    

に、 
       

 に改め、「充当し」の次に「、又は 
 充当日  を 充当（委託納付）日 

    」   」 

委託納付し」を加える。 

様式第４４号中「市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」



を「市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」

に、「市・県民税特別徴収税額          円」を「市民税・県民税・森林

環境税特別徴収税額          円」に改める。 

様式第４５号中 

「   

 
市民税・県民税特別徴収税額の納 

 
期の特例承認（却下）通知書 

   

   

  市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請については、次により承認  

 （却下）しました。  

  」

を 

「   

 市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の納期の特例承認（却下）通知書  

   

   

  市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の納期の特例に関する申請については、  

 次により承認（却下）しました。  

  」

に改める。 

 様式第４６号中 

「   

 
市民税・県民税特別徴収税額の納 

 
期の特例承認の取消通知書 

   

   

  市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認は、次の理由により取り消し  

 ます。  

  」

を 

「   

 市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の納期の特例承認の取消通知書  

   

   

  市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の納期の特例に関する承認は、次の理由に  

 より取り消します。  

  」



に改める。 

様式第４７号中「市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に係る届出書」を「市

民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の納期の特例に係る届出書」に、「市民税・

県民税特別徴収税額の納期の特例に関する」を「市民税・県民税・森林環境税特別

徴収税額の納期の特例に関する」に改める。 

 様式第４９号中「市民税・県民税減免申請書」を「市民税・県民税・森林環境税

減免申請書」に、「刈谷市税条例」を「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 

「  「   

施行令第３条及び刈谷市税条例」に、 

個
人
の
市
民
税
・
県
民
税 

 を 

個
人
の
市
民
税
・
県
民
税
・
森
林
環
境
税 

 に改める。 

  」  」 

附 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 



刈谷市子ども医療費支給条例施行規則等の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和６年３月２７日 

          刈谷市長  稲  垣     武 

刈谷市規則第１４号 

刈谷市子ども医療費支給条例施行規則等の一部を改正する規則 

 （刈谷市子ども医療費支給条例施行規則の一部改正） 

第１条 刈谷市子ども医療費支給条例施行規則（昭和４８年規則第１１号）の一部

を次のように改正する。 

様式第１号中 

「     

 
受 

給 

者 

住 所  
 

 
氏 名  

年    月    日生  

 子どもとの続柄   

 
子 

ど 

も 

住 所  
 

 
氏 名  年    月    日生 

 

     」 

 を 

「     

 

受 

給 

者 

住 所  
 

 
氏 名  

年    月    日生  

 子どもとの続柄   

 
個 人 番 号  

 

 

子 

ど 

も 

住 所  
 

 
氏 名  年    月    日生 

 

 
個 人 番 号  

 

     」 

に改める。 



様式第５号中 

「     

 
備 考 受付  

  

     」 

 を 

「     

 

個 人 番 号 
受 給 者  

 

子 ど も  

 
備 考 受付  

  

     」 

 に改める。 

 （刈谷市母子家庭等医療費支給条例施行規則の一部改正） 

第２条 刈谷市母子家庭等医療費支給条例施行規則（昭和５３年規則第１１号）の

一部を次のように改正する。 

第２条第４号を同条第５号とし、同条第３号中「。他の法律において準用する

場合を含む。」を削り、同号を同条第４号とし、同条第２号の次に次の１号を加え

る。 

（３）私立学校教職員共済法（昭和２８年法律第２４５号） 

「   

  様式第２号中 

氏  名                 

 を 個人番号                 

電話番号（    ）    ―      

  」 
 

「   

 氏  名                 
 に、 

 電話番号（    ）    ―      

  」 

 

 



「        
 

申請者との続柄     
 

       」 

 を 

「        
 

申請者との続柄     
 

 
個 人 番 号     

 

       」 

に、 

「        
 

確 認 公 簿 名 等  
受付  

 
受 給 資 格 認 定  適 ・ 否     年  月  日 

 

       」 

 を 

「        
 

受 給 資 格 認 定  適 ・ 否     年  月  日 

受付  

  

       」 

 に改める。 

 様式第５号中 

「     

 
備 考 受付  

  

     」 

 を 

「     

 

受 給 者 個 人 番 号  
 

 
備 考 受付  

  

     」 

 に改める。 



 （刈谷市心身障害者医療費支給条例施行規則の一部改正） 

第３条 刈谷市心身障害者医療費支給条例施行規則（昭和４８年規則第１０号）の

一部を次のように改正する。 

様式第１号中 

「     
 

受 

給 

者 

住 所  
 

 
氏 名  年    月    日生 

 

     」 

 を 

「     
 

受 

給 

者 

住 所  
 

 
氏 名  年    月    日生 

 

 
個 人 番 号  

 

     」 

に改める。 

 様式第５号中 

「     

 
備 考 受付  

  

     」 

 を 

「     

 

受 給 者 個 人 番 号  
 

 
備 考 受付  

  

     」 

 に改める。 



 （刈谷市精神障害者医療費支給条例施行規則の一部改正） 

第４条 刈谷市精神障害者医療費支給条例施行規則（昭和５４年規則第４号）の一

部を次のように改正する。 

第２条第４号を同条第５号とし、同条第３号中「。他の法律において準用する

場合を含む。」を削り、同号を同条第４号とし、同条第２号の次に次の１号を加え

る。 

（３）私立学校教職員共済法（昭和２８年法律第２４５号） 

様式第２号中 

「     

 

受 
 

 
 

 

給 
 

 
 

 

者 

住 所  
 

 
氏 名  年  月  日生 

 

 
精神障害者保健福祉手帳 自立支援医療受給者証 

 

 
障 害 等 級 級 交付の有無 有  ・  無 

 

 
手 帳 番 号  

公費受給者

番 号 
 

 

 
交 付 年 月 日 年  月  日 交付年月日 年  月  日 

 

 
有 効 期 限 年  月  日 有 効 期 間 

年 月 日から 

年  月末まで 

 

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第５条規

定の疾患に係る入院診断書の有無 
有  ・  無 

 

 

 

  」 

 を 

「     

 

 
 
 
 

 

受 
 
 

 
 

給 

住 所  
 

 
氏 名  年  月  日生 

 

 
個 人 番 号  

 

 
精神障害者保健福祉手帳 自立支援医療受給者証 

 

 
障 害 等 級 級 交付の有無 有  ・  無 

 

 
手 帳 番 号  

公費受給者

番 号 
 

 



 

者 

交付年月日 年  月  日 交付年月日 年  月  日 
 

 
有 効 期 限 年  月  日 有 効 期 間 

年 月 日から 

年  月末まで 

 

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第５条第

１項に規定する疾患に係る入院診断書の有無 
有  ・  無 

 

 

 

  」 

に改める。 

 様式第４号中 

「     

 
備 考 受付  

  

     」 

 を 

「     

 

受 給 者 個 人 番 号  
 

 
備 考 受付  

  

     」 

 に改める。 

   附 則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 



 刈谷市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和６年３月２７日 

                   刈谷市長  稲  垣     武  

刈谷市規則第１５号 

   刈谷市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則 

刈谷市国民健康保険条例施行規則（昭和３５年規則第１２号）の一部を次のよう

に改正する。 

第８条の２を削る。 

様式第４号を次のように改める。 

様式第４号 削除 

 様式第４号の２を削る。 

附 則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 



 刈谷市介護保険条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和６年３月２７日 

                   刈谷市長  稲  垣     武   

刈谷市規則第１６号 

刈谷市介護保険条例施行規則の一部を改正する規則 

刈谷市介護保険条例施行規則（平成１２年規則第１３号）の一部を次のように改

正する。 

第４７条第１項の表１の項第１号中「納期限に係る納付額」を「納期限（特別徴

収の方法により保険料を徴収されている場合は、特別徴収対象年金給付の支払日。

以下この表において同じ。）に係る保険料額」に改め、同項第２号並びに同表２の項

及び３の項中「納付額」を「保険料額」に改める。 

「   

 様式第７号中 

地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー  ・  居 宅 介 護 支 援 事 業 者  ・  (地 域 密 着 型 )介 護 老 人 福 祉 施 設  ・  介 護 老 人 保 健 施 設  ・  介 護 療 養 型 医 療 施 設 ・  介 護 医 療 院  

事業者                        電話番号（    ）    ―     

の名称               担当者氏名(            ) 

 

    」 
 
「   

を 

地 域包括支援 センタ ー  ・  居宅 介護支援 事業者  ・  (地域密着型 )介護老人福祉施設  ・  介護老人保健施設  ・  介護医療院  

事業者                        電話番号（    ）    ―     

の名称               担当者氏名(            ) 

に、 

  」 
 
「   

 

介護サービス計画の作成等介護保険事業の適切な運営及び高齢者福祉事業の実施のために必要があるときは、要介護認定・

要支援認定に係る訪問調査、介護認定審査会による判定結果・意見及び主治医意見書の内容を、市から地域包括支援センター、

居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者若しくは介護保険施設の関係人、主治医意見書を記載

した医師、訪問調査に従事した調査員又は当該事業の関係機関に情報提供することに同意します。 

 

本人氏名                   (代筆者氏名               本人との関係     ) 

 

      」 

を 

「   

 

介護サービス計画の作成等介護保険事業の適切な運営及び高齢者福祉事業の実施のために必要があるときは、要介護認定・

要支援認定に係る訪問調査、介護認定審査会による判定結果・意見及び主治医意見書の内容を、市から地域包括支援センター、

居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者若しくは介護保険施設の関係人、主治医意見書を記載

した医師、訪問調査に従事した調査員又は当該事業の関係機関に情報提供すること並びに要介護認定・要支援認定に係る介護

認定審査会による判定結果を、市と介護保険事業者間の情報共有システムに掲載することに同意します。 

 

本人氏名                   (代筆者氏名               本人との関係     ) 

 

     」 

に改める。 

 様式第３４号（その２）を次のように改める。 

  



（その２） 

       年度保険料率 

区分 該当者区分 保険料率 

第１段階 
生活保護受給者・老齢福祉年金の受給者（市民税非課税世帯）・世帯全員が市民税非課税で
課税年金収入額と合計所得金額の合計が  万円以下 円 

第２段階 
世帯全員が市民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が  万円超え  万
円未満 円 

第３段階 世帯全員が市民税非課税（第１段階及び第２段階を除く。） 円 

第４段階 本人が市民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が  万円以下 円 

第５段階 本人が市民税非課税（第４段階を除く。） 円 

第６段階 本人が市民税課税で合計所得金額が  万円未満 円 

第７段階 本人が市民税課税で合計所得金額が  万円以上  万円未満 円 

第８段階 本人が市民税課税で合計所得金額が  万円以上  万円未満 円 

第９段階 本人が市民税課税で合計所得金額が  万円以上  万円未満 円 

第１０段階 本人が市民税課税で合計所得金額が  万円以上  万円未満 円 

第１１段階 本人が市民税課税で合計所得金額が  万円以上  万円未満 円 

第１２段階 本人が市民税課税で合計所得金額が  万円以上  万円未満 円 

第１３段階 本人が市民税課税で合計所得金額が  万円以上  万円未満 円 

第１４段階 本人が市民税課税で合計所得金額が  万円以上  万円未満 円 

第１５段階 本人が市民税課税で合計所得金額が  万円以上  万円未満 円 

第１６段階 本人が市民税課税で合計所得金額が  万円以上  万円未満 円 

第１７段階 本人が市民税課税で合計所得金額が  万円以上   円 



   附 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 



 刈谷市下水道事業の財務の特例を定める規則の一部を改正する規則をここに公布

する。 

  令和６年３月２７日 

                   刈谷市長  稲  垣     武   

刈谷市規則第１７号 

   刈谷市下水道事業の財務の特例を定める規則の一部を改正する規則 

 刈谷市下水道事業の財務の特例を定める規則（平成２８年規則第３２号）の一部

を次のように改正する。 

 第１４条第１項中「第３３条の２」の次に「において準用する地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項」を加える。 

   附 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
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